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第 １０４ 号 議 案 

 

 

 

 

越谷都市計画下水道の変更について（越谷市決定） 

 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法

第１９条第１項の規定により、付議する。 

 

 

 

令和７年(202５年)１月２２日提出 

 

 

 

                越谷市長 福 田   晃 
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越谷都市計画下水道の変更（越谷市決定） 

 

 

越谷都市計画下水道「排水区域」を次のように変更する。 

 

 

排水区域   

汚水面積 約 2,829ha を 約 2,904ha に変更 

雨水面積 約 2,728ha を 約 2,695ha に変更 

 

 

理由 

本市の下水道は、昭和 47 年に都市計画決定を行い、以後幾度かの変更を経て、現在、   

計画排水区域を汚水約 2,829ha、雨水約 2,728ha として下水道事業を推進中です。 

 今回の変更は、上位計画である中川流域別下水道総合計画との整合を図るため、排水区域

の変更を行うものです。 

 

 

 

※本資料は、都市計画法第 17条第 1 項に基づく計画案の縦覧図書より、排水区域の変更部

分を抜粋した資料です。 
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新旧対照表

新 旧

排水区域
名　　称 面　　積 備　　考

　越谷公共下水道 汚水
　　約2,904ha

雨水
　　約2,695ha

排水区域
名　　称 面　　積 備　　考

　越谷公共下水道 汚水
　　約2,829ha

雨水
　　約2,728ha
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変更概要書 

 

表-1 基本計画図（汚水） 

図面番号 名称 変更の概要 

①  越谷第二処理分区 排水区域面積の変更（13ha の追加）。 

②  越谷第四処理分区 排水区域面積の変更（1ha の追加）。 

③  越谷第五処理分区 排水区域面積の変更（6ha の追加）。 

④  越谷第六処理分区 排水区域面積の変更（26ha の追加）。 

⑤  越谷第七～三処理分区 排水区域面積の変更（20ha の追加）。 

⑥  越谷第八処理分区 排水区域面積の変更（7ha の追加）。 

⑦  越谷第十処理分区 排水区域面積の変更（2ha の追加）。 

※図面上の変更は別添図面のとおり。 

 

表-2 基本計画図（雨水） 

図面番号 名称 変更の概要 

① 元荒川第３排水区 排水区域面積の変更（16ha の削除）。 

② 元荒川第１６排水区 排水区域面積の変更（19ha の削除）。 

③ 四条排水区 排水区域面積の変更（19ha の追加）。 

※図面上の変更はなし。 
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第 １０５ 号 議 案 

 

 

 

 

越谷都市計画生産緑地地区の変更について（越谷市決定） 

 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法

第１９条第１項の規定により、付議する。 

 

 

 

令和７年(202５年)１月２２日提出 

 

 

 

                越谷市長 福 田   晃 
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越谷都市計画生産緑地地区の変更（ 越谷市決定）  

 

１  都市計画生産緑地地区中第１ ６ ９ 号生産緑地地区を 廃止する 。  

 

理  由 

生産緑地法第１ ４ 条の規定に基づく 行為制限の解除によ る 地区の廃止によ り 、

都市計画生産緑地地区を 本案のと おり 変更する も のであ る 。  
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新旧対照表 
 

 名    称 面  積 備   考 

新 廃      止 ―――  

旧 第１ ６ ９ 号生産緑地地区 約０ ． ０ ９ ｈ ａ   
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変更概要書（ １ ／１ ）  
 

名  称 変   更   の   概   要 

第169号生産緑地地区 

（計画図7） 

生産緑地法第14条の規定に基づき、行為制限が解除された。 

地区の廃止 

面積約0.09haを廃止する。 

 

12



13



   

第 １０６ 号 議 案 

 

 

 

 

越谷都市計画道路の変更について（埼玉県決定） 

 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第 77 条の２第１項の規定により、諮問

する。 

 

 

 

令和７年(202５年)１月２２日提出 

 

 

 

                越谷市長 福 田   晃 
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越谷市役所

（原図はA１サイズ（1/2,500）にて作成していますが、本資料はA3サイズに縮小しています）

※本計画図のほか、起点から終点までの計画図が法規図書としてあります。

【
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県
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定
】
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）

３・３・１号　越谷吉川線（２５ｍ）

越谷駅


